
 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 ＮＯ．２６９ 

意見提出者 ソフトバンクＢＢ株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

ア． 光アクセス基盤整備のあり方 

まずは公的資金に頼らない民間主導による効率的な

整備スキームを優先的に模索することが必要と考えま

す。 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 公的資金に頼らない民間主導による効率的な整備スキ

ームを優先的に模索していく上では、民間企業の競争

原理に従い他の民間企業もアクセス回線部門（会社）

に積極的に参入し、サービス競争、コスト競争を行い国

内産業力を高め国際競争力をつけていく必要があると

考える。 

 

 

No.481 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 No269 

意見提出者 ソフトバンク株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

現在の光回線工事は個別ユーザの申し込みごとに行っ

ており、ユーザの指定する場所が離れていることや施工

時間が合わないことも多く、1 日の工事件数に限界があ

ります。しかしながら、地域を指定し、一定の期間におい

て一括で工事を行うことで、1 施工班当たりの1 日の工

事件数を3 件に増やすことが可能となります。 

施工班が年間240 日勤務を行うと仮定した場合、1 施工

班当たり年間720 件の工事が可能となりますので、5 年

間で4,200 万回線を整備するためには、施工班は約

12,000 班必要となります。1 施工班の編成は工事従事

者2 名＋ガードマン1 名を基本として考えていますが、現

在、全国の電気通信工事従事者の数は約14 万人となっ

ており、12,000 班の編成が十分に可能な規模であると言

えます。 

 

上記の意見内容に対する再意見 光通信の開通工事は、現実は多岐に亘る工程から構

成されており、この意見は光の開通を行う上での一部分

を捉えた意見であり、実態と大きく乖離している。 

また、工事従事者についても単純に人がおれば良いと

いうのではなく、光通信網の品質を確保するためには、光

に関する技術力、知識等を有する従事者が実施するする

ことが必要不可欠でああり、この基本的な体制が必要で

ある。 

光の開通を行うには、交換所からお客様宅までのアク

セス回線工事とお客様宅に光を引き込むための工事が

必要になる。 

アクセス回線工事では計画段階（布設する光ケーブル

の大きさ・ルートの検討・設計、工事を行う上で必要となる

道路・私有地の占用許可申請と折衝、物品調達等）及び

工事実施段階（工事発注、光ケーブルを布設するための

道路使用許可取得、トラブル防止のための工事ルートの

住人への工事説明会開催）において相当の稼働と時間を

要する。 

また、アクセス回線から各家庭に引き込む光ケーブル

No.482 



工事では、お客様との工事日時の調整、工事日当日の不

在による手戻り、地域によっては冬季における工事不可

等があり、地域指定で工事を行う場合にあっても、必ずし

も理想通り手際よく工事が実施出来るないのが現実であ

る。 

全くの更地に施工者の都合で工事ができる環境にはな

く、道路管理者、警察、地権者、各家庭等との間で折衝を

重ねながら工事を行っていることを十分考慮すべきであ

る。 

 

また、、工事従事者ついては、短期間での工事担任者

の資格取得、多量の光技術者を育成する場の確保、多量

な工事従事者の工事完了後の処遇（一過性工事の実施

の工事量の確保）等を考慮すると、机上の理想的環境下

での計算のみをもって結論を下すことは適切ではなく、思

慮の浅い意見と考える。 

 

これまでの光工事の経験を踏まえた上述の課題等を

考慮すると、4200 万の光開通を 5 年間で実施することは

非現実的であると言わざるを得ない。 

 

 

 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 No269 

意見提出者 ソフトバンク株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

逆に、仮に構造分離を行わないままでメタル回線撤去

を行い、光アクセス基盤100％整備を推進した場合、NTT 

東西殿のアクセス回線部門は大幅な黒字状態となり、

その利益をサービス部門に還元することで、既にNTT 

東西殿の独占的状態となっている市場環境（NTT 東西

殿の光サービスシェアは74.4％（総務省「電気通信サ

ービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公

表（平成21 年度第4 四半期（3 月末））」より）をさ

らに悪化させることとなります。 

上記の意見内容に対する再意見 現在の競争状況が公正でなく、このままの環境条件で

は、競争相手の会社がアクセス回線部門の利益をサービ

ス部門に還元しており、構造改革を行わないなら、競争会

社の独占的状態がさらに悪化させるという意見であるが、 

公正競争の確保は、お互いが企業の利潤を追求しながら

適正な競争が出来る環境を整備すべきであり、現行のル

ールに問題があるならば、そのことについて現状でも充

分議論可能であり、構造改革とは関係しないと考えます。 

 

 また、光サービシェアを全国平均値で議論しているが、 

全国津々浦々に光を提供することを負わされている会社

とそうでない会社のシェアを全国ベースで議論することは



意味が無い。 

NTT 以外の事業者が光サービスを提供しているエリア

において NTT とのシェアを議論することにはそれなりの

意味はあると思うが、ブロードバンドを利用については光

回線以外にも様々な方式での利用があり、都市部を中心

に既に競争は相当に進展しており、総合的な見地からの

議論が必要であり、一概に NTT独占との指摘は的を得て

いるとは思えない。 

 

 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

・安易に公的資金等の投入を前提するのではなく、民間

主導による・・・・ 

 →NTT 東西のアクセス回線部門を構造的に分離し、新

たな設立する。 

・アクセス回線は光回線とメタル回線の 2重構造から光回

線へ統一する。 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 NTT は国営から始まり巨大化しており、既得権益を守る

意識がかなりつよいのではないでしょうか？もっと情報公

開すべきです。 

 

今後、ますます情報/通信技術は高度化して、国民にとっ

てなくてはならない存在になることはだれも疑いのないこ

とです。その中でいかに国民にメリットを提供していくかと

考えた場合に、NTT を分割し適正な競争環境をつくること

で、国民みんなが使用する利用料低減につながるし、 

利用料が安くなれば、より利用者も増え、増えることでい

ろいろなサービスが出てきてとプラスのサイクルになりま

す。 

 

また、利用増、データ大容量化を考えれば必然と光回線

に統一すべきです。 

メタルはすぐに時代遅れになり、残せば残すほど負の遺

産として足を引っ張ることは確実だと考えます。 

 

なお、ＮTT は構造分離だけでなく資本分離も必要です。 

 

以上 

 

 

No.483 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 電子教科書などがよい例だが、ソフトバンクの方がより 

将来の社会を見据えたインフラ／サービスの提供を試み 

ており、魅力がある。 

 

 

 

No.484 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関す

る意見募集において提

出された意見 

意見番号 252 

意見提出者 ヤフー株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

・早急な光の道の実現と実現後の安価なサービスの提供
の実現のためには、国の戦略としてＮＴＴ東西、電力、
ケーブルテレビなども含め環境整備のための構造変化
を検討することも必要であると考えます。  
・実現される光の道がオープンプラットフォームとして
機能するような体制の確保も重要であり、料金等の設定
やサービス維持の適正性を確保するためには、料金設定
基準の透明性を確保するための制度づくりや、消費者及
びプラットフォーム利用者の代表から構成される第三
者機関で監視する仕組を併設するなども考慮する必要
もある。 

 

上記の意見内容に対する再意見 同様の主旨や、より具体的な意見が他にも出されている

が、基本的な考え方として、上記意見に賛同する。 

 

 

 

No.485 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社、ソフトバンクテレコム会社、 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

 

光アクセス基盤整備の在り方 

 

上記の意見内容に対する再意見 ・国の財政状況などを考慮すると公設民営は反対 

・税金ゼロでできればその方向が良い 

・公開討論が必要、国民の意見を取り入れるべき 

 

 

No.486 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB㈱、ソフトバンクテレコム㈱、ソフトバンク

モバイル㈱ 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

まず、構造分離を実現することで、NTT 東西殿がボトル

ネック設備であるアクセス網と一体で事業を行うことで接

続事業者の競争を制限してきた不公正な競争環境がほ

ぼ完全に是正されることになります。また、構造分離によ

り新設されたアクセス回線会社は、NTT東西殿のサービ

ス部門とは資本関係もなくなるため、純粋に設備稼働率

向上を目指し、全ての接続事業者に公平な接続条件を提

供することとなります。その結果、低廉な光アクセス回線

料をベースとした上位サービスでの競争が活性化し、光

ブロードバンドサービス料金の低廉化が促進されます。な

お、弊社共では、競争活性化により、光ブロードバンドサ

ービスの料金は、現行のADSL 以下になるものと想定し

ています。加えて、料金の低廉化による有料光ブロードバ

ンドサービスの普及は、サービスやアプリケーションの開

発市場を活性化することとなり、その市場においても競争

が活性化し、よ 

り魅力的なサービス・アプケーションを登場させることにな

ります。 

 

 

 

上記の意見内容に対する再意見  
 

上記意見に賛成します。公正な競争を担保する環境を作

ることは、ADSL 普及期のような価格低減、普及率のア

ップが期待され、それによるブロードバンドサービスを

前提とした様々なサービスの登場、多方面の産業育成

の基盤になるものと考えます。 

 

 

 

No.487 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会

社、ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

ア．光アクセス基盤整備の在り方 

（４） メタル回線撤去の必要性 

光アクセス基盤を100％敷設するとともに、光回線と比し

て割高な維持費を発生させているメタル回線を100％撤去

すること、すなわち、ネットワークコストの二重構造を完全

に廃し、トータルの維持費を大幅に削減すること 

上記の意見内容に対する再意見 上記の意見に賛成します。 

日本経済の改革を加速するためには、まさに旧システム

からの脱皮が必要と感じます。 

 

 

No.488 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 
「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 
意見提出者 ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会

社、 

ソフトバンクモバイル株式会社 
提出された

意見内容 

（該当部分） 

 

ア．光アクセス基盤整備の在り方 

 
上記の意見内容に対する再意見  

意見内容は非常に具体的であり、かつ、国益に見合うも

のと読み取れました。よって、早急にこの意見内容の実

現性を第三者が検証すべきである。 

 

 

No.489 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 No.269 

意見提出者 ソフトバンクＢＢ㈱、ソフトバンクテレコム㈱、ソフトバンクモバイル㈱ 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

電子教育、電子医療、電子行政等の公的サービスを有料

の光ブロードバンド契約の有無に関わらず、前述の

Wi-Fi 機能付アダプタを経由して、全ての世帯において

無料で利用可能にするものです。 

上記の意見内容に対する再意見 「光の道」構想は、そもそも国民の利益向上と国家として

の国際競争力の向上を主眼とすべき。 

ソフトバンクはその両方に対して方向性案を示してあると

ころに賛同します。 

 

 

No.490 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 ２６９ 

意見提出者 ソフトバンク 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

 その他、（１）今後の議論の進め方 

「光の道」構想は日本の将来を左右するとともに、国民生活の在り

方に直結する重要な政策であり、政策決定にあたっては、国民の

声を反映しながら進めていくことが不可欠と考えます。今回、この

ような形で意見募集が行われていますが、まだ国民に十分開か

れた議論にはなっているとは言えず、国民を巻き込んだ議論を一

層推進していくべきです。 

上記の意見内容に対する再意見 ソフトバンクの意見には総論賛成です。いつでもどこでも快適なイ

ンターネット環境を、電気や水道のように提供するように環境を

整備することは国の義務ではないでしょうか。ただし、そういっ

た議論を国民も交えてオープンにしていくことが必要と思いま

す。また、ＮＴＴはきちんと情報公開等した上で議論に正面から

参加すべきです。経営情報と言っても、元々は私たち国民の税

金であり、施設設置負担金で構築した設備ではないですか。国

としても、ＮＴＴに対してはその辺のことを適切に指導すべきで

す。 

 

 

No.491 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 
「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 
意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 
提出された

意見内容 

（該当部分） 

・現在の我が国の財政状況に鑑みれば、安易に公的資金 

等の投入を前提とするのは適切でなく、まずは公的資金

に頼らない民間主導による効率的な整備スキームを優先

的に模索することが必要と考えます。 

・弊社共の提案は、電子教育、電子医療、電子行政等の

公的サービスを、有料の光ブロードバンド契約の有無

に関わらず、前述の Wi-Fi 機能付きアダプタを経由し

て、全ての世帯において無料で利用可能とするもので

す。 

・NTT 東西殿の構造分離を推進することで、公正競争環

境の整備、それによる競争の活性化、それらの結果として

の料金低廉化・魅力的なサービス・アプリケーションの登

場といった望ましいサイクルが生まれることとなります。 
上記の意見内容に対する再意見 公的資金を使わず、電子教育、電子医療、電子行政など

のサービスを無料で提供可能とし、競争の活性化によ

る低廉化・魅力的なサービスの登場の望ましいサイク

ルが生まれるという上記意見は、非常に魅力的であり

ぜひ実現していただきたく、全面的に賛同するものであ

ります。 

 

 

 

No.492 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

光アクセス基盤を 100％敷設するとともに、光回線 

と比して割高な維持費を発生させているメタル回線を 

100％撤去すること、すなわち、ネットワークコストの二重 

構造を完全に廃し、トータルの維持費を大幅に削減する 

ことにあります。 

上記の意見内容に対する再意見 明らかにコスト削減ができるものであり、また光回線の 

有用性を考えれば一刻も早く、ソフトバンクが提言して 

いることを実現すべきと考えます。 

 

No.493 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク各社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

全面的に意見に賛同します。 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 現在の NTT 独占状況等鑑みますと、今後の日本のブロ

ードバンド会社、アプリケーション会社は何かしら制限

を受けます。まずは正当な競争が出来る環境作りが必

要不可欠です。 

意見番号 269 の通り、光の道構想計画は実現できま

す。しかしながら、既得権益にならない処置が必要と思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

No.494 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 光アクセスの基盤をさらに充実させるためにはアクセス分

野における競争の公平性が更に進められる必要があ

ると思う。 

公社時代に蓄積された資産を NTT グループのみが有す

るのは公平ではないと考える。 

本意見にあるようなアクセス回線会社の設立が必要と考

える 

 

 

 

No.495 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 
「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 
意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 
提出された

意見内容 

（該当部分） 

弊社共の提案は、電子教育、電子医療、電子行政等の公

的サービスを、有料の光ブロードバンド契約の有無に関

わらず、前述の Wi-Fi 機能付きアダプタを経由して、全て

の世 帯において無料で利用可能とするものです。 

すなわち、全世帯へのWi-Fi 機能付きアダプタの設置、及

び電子教育、電子医療、電子 行政等の公的サービスの

利用環境整備により、2015 年の「光の道」整備とともに、

有料・ 無料を含め光ブロードバンドアダプション 100%が達

成されることとなります。 

 
上記の意見内容に対する再意見 この意見に賛成です。 

全世帯において、上記サービスが利用可能になれば、ど

のような遠隔地に居ても、都市部と同様のサービスが

受けられる事になり、情報の過疎化の抑止となり、結果

的に現在の過疎問題解決の一助になると考えます。 

 

No.496 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

ア．光アクセス基盤整備の在り方 

 

上記の意見内容に対する再意見 一人の日本国民として全国同じように光アクセスのサー

ビス提供を受ける権利があると考えます。日本の中心の

東京都心部で住みながらいまだにメタルのＡＤＳＬサービ

スしか受けることができないなんてこれから情報産業で

日本経済を牽引すると言っている政府の考え方と大きな

乖離があります。 

韓国のようにいつでもどこでも国民のすべてが光アクセ

スのサービス提供を受けられるようにすべきであると考え

ます。いつまでも既得権力にしがみつくのはやめて、そろ

そろ幕末の新政府のように志高く広く国民の幸せを考え

ることをして欲しい。 

それらを踏まえて２６９のソフトバンクグループの提案す

る意見に賛同します。 

 

 

No.497 

 

 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 ２６９ 

意見提出者 ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイ

ル 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

超高速 BB 利用率向上のため、電子教科書、電子医療、

電子行政の環境整備を 2015 年に低価格で実現可能。 

 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 生活者の立場としてデジタルデバイドおよび教育費軽減

につながる施策と思い是非進めて頂きたい。これから

高齢者社会になるが、今でも医療機関の待合室は混

んでいるので、重病の方は病院で処置、遠隔診療で済

む場合は遠隔医療で済ませるというニーズが高まって

くると思ってます。また昨今新型ウイルスの流行もあり

ましたが、病院で感染する可能性もあり、遠隔での診

療の整備は直ぐに進めていくべきと感じております。 

また、納税者として公的サービスの低減策について具体

的な時期 2015 年に可能であるならば税金の無駄使い

を減らすためにも、直ぐにでも進めて頂きたい。 

 

 

No.498 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB㈱、ソフトバンクテレコム㈱、 

ソフトバンクモバイル㈱ 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

ア）1）ＮＴＴ東西のアクセス部門を整備主体として、アクセ

ス回線会社を設立することが最も合理的であると考え

ます。 

イ）NTT 東西の構造分離を実現することで達成可能であ

ると考えます。構造分離を実現することで、ＮＴＴ東西が

ボトルネック設備であるアクセス網と一体で事業を行う

ことで接続事業者の競争を制限してきた不公正な競争

環境がほぼ完全に是正されることになります。また、構

造分離により新設されたアクセス回線会社は、ＮＴＴ東

西のサービス部門とは資本関係もなくなるため、純粋

に設備稼働率向上を目指し、全ての接続事業者に公平

な接続条件を提供することとなります。 

 

上記の意見内容に対する再意見 光の道は全国民の生活に大きく影響する事業ではある 

が、それにより税金負担を増やすことは望ましくない。 

負担をすくなく（できれば 0）短期間に実現するには、 

新設ではなく上記のＮＴＴアクセス部門を整備主体とする 

選択が最もよいと考える。またこれまでの公営→民営に 

みられるように、事業者間の競争が消費者への価格低下 

とサービス向上に直結することは明らか。公設民営など 

ではなく、純粋な民営としてたちあげ、構想実現するのが 

良いと考える。 

 

 

 

No.499 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンクグループ 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

ICT に必要性ならびに公的資金の投入 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 ・上記意見に賛成 

ICT の導入については当然のことながら必要であり今さら

議論することはない。 

但し、ICT 導入に対するその費用に対して公的資金を投

入するとなるとこれはきちんとした議論が必要である。 

特に現在の経済状況を考慮すると公的資金による対応

は財政的にもかなり無理があり、そういった対策として

民間主導による整備・運営会社の創設を提案している

意見番号２６９を支持する。 

また、光ケーブルの導入が進まない大きな理由の最たる

ものはその料金・費用であり、民間主導となった場合は

この費用が大きく改善されることが期待される。 

 

 

No.500 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイ

ル 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

低廉な光アクセス回線料をベースとした上位サービスで

の競争が活性化し、光ブロードバンドサービス料金の低

廉化が促進されます。なお、弊社共では、競争活性化に

より、光ブロードバンドサービスの料金は、現行のADSL 

以下になるものと想定しています。 

加えて、料金の低廉化による有料光ブロードバンドサー

ビスの普及は、サービスやアプリケーションの開発市場を

活性化することとなり、その市場においても競争が活性化

し、より魅力的なサービス・アプケーションを登場させるこ

とになります。 

すなわち、NTT 東西殿の構造分離を推進することで、公

正競争環境の整備、それによる競争の活性化、それらの

結果としての料金低廉化・魅力的なサービス・アプリケー

ション 

の登場といった望ましいサイクルが生まれることとなりま

す。 

 

上記の意見内容に対する再意見 光の道構想の実現にむけて、通信事業者における 

公正競争環境の整備、それによる競争の活性化、結果と 

して料金低廉化、魅力的なサービスが生まれると言う部 

分に賛同致します。 

 

 

 

 

No.501 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB／ソフトバンクテレコム／ソフトバンクモバ

イル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

公設民営は NTT を焼け太りさせるだけ 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 元々莫大な税金で造られた設備、システム基盤、市場シ

ェアを持ち、圧倒的優位の立場を持つグループが、看板

だけ民間であるとした企業組織そのものの存在自体が矛

盾しており、今後、国の力や経済を左右する IT の基幹部

分をそのような歪んだ組織が左右するなど有り得ない。 

国の活力が弱まるか、第二の JAL を造るだけの事が何

故判らないのか？？？？ 

 

 

 

No.502 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 ２６９ 

意見提出者 ソフトバンク BB㈱ ソフトバンクテレコム㈱ ソフトバンク

モバイル㈱ 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

電子教育、電子医療、電子行政等の公的サービスを、全

ての世帯において無料で利用可能とするものです。 

 

上記の意見内容に対する再意見 この意見に賛成。国民の権利の１つと思います。 

 

No.503 

 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 ２５６ 

意見提出者 日本電信電話株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

３．ブロードバンドの利用促進（３０％→１００％）の項にお

ける、光アクセスの機能分離や構造分離に関する記載

部分 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 光アクセスの基盤インフラ整備において NTT 東西会社が

重要な役割を担っている現状において、日本の将来の

経済成長を牽引していくであろう情報通信産業の強化

を国家・国民として真剣に検討するには、NTT 東西会

社のアクセス部門の組織的な構造分離および資本分

離について十分に情報公開を行った上で検討を深めて

いくことが必須と考えます。 

これに対し、日本電信電話から提出されている意見は、

上記の最も重要な部分について具体的な情報や根拠

が全く示されてなく、アクセス部分の機能分離や構造分

離は取るべき選択肢でないと考える、とだけ書かれて

います。「・・・様々な観点からの課題」とは具体的にど

のような課題なのか、「・・・大きな影響」とは具体的にど

のような影響なのか、「・・・かえって阻害する可能性が

高い」とは具体的にどうなる可能性なのか等々、まった

く曖昧な表現になっています。自社に深く関係する事項

であるにも関らず、より詳細な情報提示や具体的な数

字に基づいた根拠が示されないままでは、まったく議

論は深まりませんし、その主張は説得力のないものに

なっています。これでは単に自社の組織に関する議論

には参加しないと言っているのに等しいのではないで

しょうか？国民の一人としては非常に残念です。 

「光の道」の議論は、ますます進歩する情報通信社会に

おいて、まさに日本の将来の成長力、グローバル社会

での国際競争力にとって重要となるものと考えます。も

ともと国営であった一通信会社だけの話ではありませ

ん。日本の将来を考えた真剣な議論を深めるには、日

本電信電話は自社自身が担っているアクセス部分に関

し、十分な情報開示をしたうえで、国民に判りやすく自

No.504 



社の議論を展開すべきであると思います。現在の全く

不十分な情報開示での議論では、国家・国民のことを

無視して、自社存続の保身にのみ走っているとしか思

えません。 

他の通信会社がいろいろと具体的な数字を使って展開し

ている議論に反駁するには、日本電信電話としてはそ

れに対抗できるだけの情報を開示して議論を展開すべ

きと考えます。経営情報だからとかいろいろな理由をつ

けて情報公開しないのでは議論は進まないですし、そ

れにより十分な検討がされないまま、中途半端な結論

が導かれるのであれば、国家・国民にとっては不幸な

事態であるとしか言えません。国家・国民のための真

剣な議論・検討を期待いたします。 

 

 

 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269  

意見提出者 ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 国民の声を反映しながら進めていくことが不可欠と言ってい 

るソフトバンクはTwitterなどで社長自らが個人と向かい合い 

会社を良くしようとしている。もっと総務省も国民の意見を 

よく聞き取り入れるべきである。 

 

 

 

 

No.505 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB,ソフトバンクテレコム、ソフトバンクモバイ

ル 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

地方部のメタル回線こそ、光回線への置き換えが急務 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 メタル回線と光回線の 2 重投資は無駄とするソフトバンク

の意見に賛成。NTT 東西の雇用をわざわざ維持するも

のとも考えられる。 

 

 

 

No.506 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会

社、ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

ＮＴＴグループ各社の各市場におけるマーケットシェアを

見れば明らかなように、仮にアクセス網の構造分離を

行ったとしても、各社の市場支配的事業者としての優

位性がそのまま残置されることとなり、グループドミナ

ンスが競争環境に影響を及ぼす構図は解消されませ

ん。従って、グループドミナンンスの問題を含め、真に

公正な競争環境を整備するためには、ＮＴＴグループ各

社の完全な資本分離といった措置も併せて実施する必

要があるものと考えます。 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 現在の日本の通信産業は過去ＮＴＴグループが国営・公

社の体制からスタートした体制が依然として残ってお

り、自由かつ公正な競争が行えない状況が続いていま

す。この状況は同じ情報産業の一端を担っているＴＶ業

界のＮＨＫと同じであり、結果、日本の経済成長が停滞

し、他アジアの各国に抜かれつつある状況を作り出し

ていると感じます。今後教育分野、高齢化社会への対

応を行ううえで国全体がアクセス網の環境をさらに整備

し、全世帯への普及を行う為には、以前ソフトバンクや

ケイオプティコムがADSLやFTTHで行った低価格サー

ビス展開による価格競争によって普及率が上がった時

と同様の展開が必須だと思います。現在国が行ってい

るエコポイント等による普及率向上をはかる事ではな

く、各通信事業者が公正かつ自由に競争を行える環境

を整備する事が一番の普及率向上に繋がるとともに、

国の予算が本当に必要な事業への配分がなされ、国

民の納得に繋がると思います。 

 

 

 

No.507 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB㈱・ソフトバンクテレコム㈱・ソフトバンクモ

バイル㈱ 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

アクセス回線会社はメタル回線保全費や営業費の削減に

よって、初年度から営業黒字となる会社で、未整備エリ

ア整備完了後の 6 年目には年間約 4500 億円のキャッ

シュフローを生み出します。光アクセス基盤 100％整備

に要する設備投資額 2.5兆円のうち、約 2.2兆円を社債

により調達することを想定していますが、上記のような

フリーキャッシュフローを創出可能であることから、民

間での資金調達は十分に可能と考えています。 

上記の意見内容に対する再意見 国営企業でないと資金調達が不十分という考え方は古

い。民間企業でも十分な資金調達を創出できることは、

一般公開されているが、NTT は国営という理由だけで

経営状態の情報公開が不十分でない。 

 

No.508 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

（３） ５年間で工事が完了する根拠 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 非常に具体的であり実現性の高い考え方といえる。 

早期実現の具体策にふさわしい。 

 

 

 

No.509 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

NTT 東西殿がボトルネック設備であるアクセス網と一体

で事業を行うことで接続事業者の競争を制限してきた不

公正な競争環境がほぼ完全に是正されることになりま

す。 

上記の意見内容に対する再意見 意見番号 269 の通り、利用者へのアクセスは、全通信事

業者が公平に使用できるようにすべきだと思います。 

 

 

 

No.510 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者  

提出された

意見内容 

（該当部分） 

全世帯普及（活用）されるのは、インフラが最終的に安く

なり、コンテンツ企業が活性化し、国民すべてが光での 

メリットある生活を享受できるようになること。 

 

上記の意見内容に対する再意見 多くの税金にて、今までの電話工事があるのが事実で、

まさに民主化、事業仕分け同様、NTT 分離化し、合理

的に進め、全国民（老人なども）がよりよく使える環境を

作るのが、光の道の基本だと思う。簡便化、簡素化でき

るところは徹底的にやってほしい。 

 

 

 

No.511 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB、ソフトバンクテレコム、 

ソフトバンクモバイル 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

2015 年の「光の道」整備とともに、有料・無料を含め光ブ

ロードバンドのアダプション 100%が達成される。 

光ブロードバンドが整備されることで、公的サービス以外

にも光ブロードバンドインフラを利用した魅力的なサー

ビスやアプリケーションが登場してくることが予測され

る。 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 インフラ整備の充実だけでなく、その利用効率向上を図る

ことは重要だと考える。また、有料利用に限らずインフ

ラ整備することは、光回線を使用した新たなサービス

が生まれる土台となり、新たな産業による雇用増など

経済成長を促すことにつながり、有効な施策である。ま

た、これらの新サービスを利用することにより、ユーザ

の利便性向上を図ることができる。 

 

 

 

No.512 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

弊社共の提案のポイントの一つは、光アクセス基盤を

100％敷設するとともに、光回線 

と比して割高な維持費を発生させているメタル回線を

100％撤去すること、すなわち、ネッ 

トワークコストの二重構造を完全に廃し、トータルの維持

費を大幅に削減することにありま 

す。 

このような弊社共の提案に対し、超高速ブロードバンドの

需要がない地方部はメタル回 

線を残した方が合理的とする意見もありますが、メタル回

線の中でも、特に地方部のメタ 

ル回線の施設保全費は回線長等の関係から都市部に比

べて高額になっており、NTT 東 

西殿アクセス回線部門の赤字のほとんどが地方部で発

生していることを考慮すると、地 

方部のメタル回線こそ、光回線への置き換えが急務であ

ることは明白です。 

メタル回線撤去の具体的な効果としては、現在メタル回線

の維持費として約 7,600 億 

円、光回線の維持費として約 3,100 億円、合計 1 兆 700 

億円の費用が年間で計上されて 

6 

いるものを光回線分のみにすることができるため、維持

費が年間約 5,200 億円に縮小しま 

す。結果として、約 5,000 億円の費用削減が可能となりま

す 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 メタルと光の二重設備の維持費・保全費は無駄である。 

今後のインターネットトラヒックの増大を考えれば早期にメ

タル回線を撤去して光回線に置き換えるべきであること

No.513 



から上記の意見内容に賛同いたします 

 

 

 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB 株式会社 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

まず、「光の道」整備の際に、各世帯に Wi-Fi 機能を具備

するアダプター（ONU/TA）を配布するとともに産学官が

連携のうえ、クラウドネットワークを活用した公的サービ

スの利用環境整備を推進します。具体的には、電子教

育、電子医療、電子行政等が、その候補になるものと

考えられ、2015 年の「光の道」整備完了時期を目途に

これらの公的サービスの環境整備を完了させます。 

上記の意見内容に対する再意見 現状、ＢＢサービスを利用していない世帯に有料の光ＢＢ

サービスを強制することは難しいと思うので、まずは無

料サービスを提供して利用してもらい、さらに便利にな

る有料サービスがあることを理解してもらうというステッ

プは光ＢＢサービスの利用率を１００％に近づける方法

としては非常に有効であると思います。 

 

No.514 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人  

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 ２６９ 

意見提出者 ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式社、 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

【光アクセス基盤整備の在り方】 

基盤インフラの整備にあたり最も重視すべきことは、いか 

に効率的に整備を行うかという点です。特に、現在超高速 

ブロードバンドが未整備の地域は、山間部や離島等が多 

く、一般的に情報通信基盤整備にコストがかかるとされて 

いる地域です。これまで、民間事業者に対し、ＩＲＵに基づ 

き貸し出しを行ういわゆる「公設民営方式」の採用が第一 

に検討されてきたところであり、タスクフォースにおいて整 

理された「光の道」構想実現に向けて「基本的方向性」の 

中でも、当該方式の活用について触れられています。 

しかしながら、現在の我が国の財政状況に鑑みれば、安 

易に公的資金等の投入を前提とするのは適切ではなく、 

まずは公的資金に頼らない民間主導による効率的な整 

備スキームを優先的に模索することが必要と考えます。 

上記の意見内容に対する再意見 上記意見の中の、「我が国の財政状況」・「公的資金投 

入」という言葉は、非常に重要な言葉と受け取りました。 

この「公設民営方式」という運営では、国民が最も嫌悪 

感を抱いている、「公」と「民」の癒着構造が継続される 

ことは、火を見るより明らかです。今や通信事業は経済 

活性化、そして国民の生活をより豊かに変革させていく 

最有力事業であり、この機会に民活を実現すべきと考 

えます。半官半民のＮＴＴがこの事業の根幹を握ること 

には、「光の道」プロジェクトそのものの意義を見いだせ 

ないと思います。 

 

 

No.515 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人 

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 Ｎｏ．２６９ 

意見提出者 ソフトバンク 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

光アクセス基盤整備の在り方 

・アクセス回線会社の設立について 

・メタル回線の早期撤去 

・電子教育、電子医療について 

上記の意見内容に対する再意見 現在の超高速ブロードバンドの大部分は NTT 東西によっ

て構築されており、他社との公平な競争環境にない。 

この点において、ソフトバンクが主張しているアクセス回

線会社の設立は、不可欠と思う 

また、メタル回線ついては、完全撤廃を行い、銅など資源

の有効活用をすべき 

さらに、高齢化社会において、電子医療の無料化などは

を提案しているソフトバンクの意見は歓迎できる 

 

 

No.516 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人 

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会社、 

ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

  現状、NTT 東西殿のアクセス回線は、メタル回線と光回線の

二重構造となっているため、維持費が割高になっています。メタル

回線については、その60%が敷設後20 年以上経過していることか

ら、故障の可能性も高くなっており、割高な維持費のほとんどがメ

タル回線に起因するものとなっています。 

  弊社共の提案のポイントの一つは、光アクセス基盤を100％敷

設するとともに、光回線と比して割高な維持費を発生させているメ

タル回線を100％撤去すること、すなわち、ネットワークコストの二

重構造を完全に廃し、トータルの維持費を大幅に削減することに

あります。 

 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 現在の状態を続けることにより、夫々の回線に対して、運

用保守コストがかかることとなり、将来においてその維持

管理コストは膨大なものとなることが自明の理でありま

す。かかることから早い段階で、光回線に移行することに

より資源を集中させることができ、ひいては維持費の削減

が可能となるであろうという考えには賛同いたします。 

 

 

 

No.517 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンクＢＢ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会

社、ソフトバンクモバイル株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

仮に構造分離を行わないままでメタル回線撤去を行い、

光アクセス基盤 100％整備を推進した場合、NTT 東西

殿のアクセス回線部門は大幅な黒字状態となり、その

利益をサービス部門に還元することで、既に NTT 東西

殿の独占的状態となっている市場環境（NTT 東西殿の

光サービスシェアは 74.4％（総務省「電気通信サービス

の契約数及びシェアに関する四半期データの公表（平

成21 年度第4 四半期（3 月末））」より）をさらに悪化さ

せることとなります。 

上記の意見内容に対する再意見 NTT 東西社を現在の構造のまま光アクセス基盤 100%整

備を目指した場合、光サービスシェアの寡占がされるこ

とは望ましくないと考えます。 

 

たとえば、現在、0ABJ IP 電話は広がりを見せているもの

の、アクセス回線とNGNを提供するNTT東西のひかり

電話の割合が多く、サービスレイヤーにおいて十分な

競争が生まれていない。NTT 東西社が提供する光サ

ービス上でも他社 0ABJ IP電話が競争可能な状態で即

刻解放される必要がある。 

 

本例は一例だが、光サービスシェアの寡占により、サービ

スレイヤーにおける市場競争が何らかの形で制限され

ることが容易に想定できる。 

 

また、国の施策にてメタル廃止、光化促進を行い、無駄の

ない光の配線・普及をしていくのであれば、どうしても

限られた団体が光アクセス回線を運用せざるを得な

い。また、そのアクセス回線事業が大幅な黒字となるこ

とが明らかなのであれば、光サービスシェアの寡占が

明らかな NTT 東西社からアクセス回線部門を切り離し

事業会社とすることで、上位レイヤーで市場競争を促

すことが必要と考える。 

以上 

 

No.518 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人 

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 294 

意見提出者 ひまわりネットワーク株式会社 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

質問２の意見 

ＮＴＴ再編は、進めていく方向で十分な検討をお願いした

い。 

上記の意見内容に対する再意見 ブロードバンドの高速化、サービスの多様化などの競

争的業変化が激しいため、ＮＴＴさんの圧倒的な市場シェ

アが脅威であることが本意見の理由ではないかと推測し

ています。しかし、ひまわりネットワークさんの根拠を説明

しないまま、ただ「ＮＴＴ再編を進めて欲しい」との意見は、

正直なところ如何なものかと感じました。 

第 1 回のパブリックコメントの質問２の趣旨は２０１５年

までに全世帯高速ネットを利用できる環境にするために、

①割高な料金と裏を返せば②料金に見合うサービスが提

供されていない現状の課題に対して、どうすべきかにつ

いて意見募集することが真の目的だと理解しています。 

そもそも、料金の低廉化という目的に対して、例えばＮ

ＴＴ組織再編（光接続網分離）で価格競争を光回線の普及

への期待はひとつの手段に過ぎません。しかもそれはあ

くまで仮説です。目的と仮説手段を並べてパブリックコメ

ントを問うこと自体に違和感はありました。 

しかし、今回の回答者の大半は、ＮＴＴ組織再編を重要

視していません。（私も同感です）同様に試みて失敗した

外国の事例を挙げて疑問視する方もいます。 

ひまわりネットワークさんは地域密着で、ネットワークイ

ンフラの整備、サービス提供エリア拡大、競争が厳しい環

境の下、収益拡大を図ってきたことと思います。しかし、

加入世帯が多く、意見の影響度も小さくないのでＮＴＴ再

編を希望するのであれば明確な理由を説明すべきだと思

います。 

ホームページで固定電話料金をＮＴＴからＫＤＤI との業

務提携に切り替えたことで低廉化を実現したとのことが照

会されていますが、それも理由の一つなのでしょうか。 

 

No.519 



 

「光の道」構想に関する再意見 

 

意見提出元 個人 

 

 

■意見募集に対して提出された意見に対する意見 

「光の道」構想に関する

意見募集において提出

された意見 

意見番号 269 

意見提出者 ソフトバンク BB(株)、ソフトバンクテレコム(株)、ソフトバン

クモバイル(株) 

提出された

意見内容 

（該当部分） 

ア．光アクセス基盤整備の在り方 

「現在超高速ブロードバンドが未整備の地域は山間部や離島等が 

多く、一般的に情報通信基盤整備にコストがかかる」 

「我が国の財政状況に鑑みれば、安易に公的資金等の投入を前

提とするのではなく、まずは公的資金に頼らない民間主導による 

効率的な整備スキームを優先的に模索することが必要」 

 

（１） アクセス回線会社の設立現在の世帯カバー率90％である超

高速ブロードバンド基盤の大部分がNTT 東西殿の 

設備により構築されていること、また、国家としての基盤インフラ

整備という大事に当たり、経験豊富なNTT 社員の能力を最大限

活用すべきであること等から、NTT 東西殿のアクセス部門を整備

主体として、アクセス回線会社を設立することが最も合理的である

と考えます。 

 

 

上記の意見内容に対する再意見 ある地方自治体の情報通信整備事業に関わったことがあるが 

物凄い交付金を利用した事業と聞いたことがある。民間資本で整 

備できるというなら、そのような公的資金を福祉、医療などに利用 

して欲しい。またイギリスの BT が０６年にインフラ部門を分離し 

どの通信事業者もの公平に回線提供していると聞いている。 

NTT は過去の発言では「機能分離できており、諸外国に見られな 

いほど貸し出しメニュー多彩」と言っているが、８分岐貸しなどの制 

約が NTT 以外の事業者の公正な競争を妨げており、資本分離も 

視野にいれて議論すべきと考える。 
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